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梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について 

 

 
貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に御尽力を頂いてい

るところである。梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測さ

れ、河川の急な増水・氾濫、内水氾濫、土砂崩れ、高潮等により多数の人的被害及び住

家被害が発生している。 
梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護を第一義とし、下記の点に留意して

防災態勢の一層の強化を図られたい。 

 その際、台風や大雨の際の外出時に死亡事故が多発していること、土砂崩れ等におい

て避難が遅れて命を落とす高齢者がいたこと、避難所に向かう途中で被災する者がいた

こと、都市部の河川の増水において逃げ遅れた者がいたこと等、近年における被害状況

の多様化や、避難勧告等の発令はもとより、災害情報の適切な伝達等が行われないと安

全かつ適切な避難行動に結びつきにくいことを踏まえ、被災者の目線に立ち「何ができ

ていれば犠牲が避けられたのか」という視点から、風水害の危険性及び早期避難の重要

性についての平時からの国民への周知、早期避難のための避難態勢の徹底等、きめ細や

かな取組の充実を図られたい。 
 また、平成 24 年 3 月に報告された中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」

の報告内容にも併せて留意されたい。 
 なお、東日本大震災の被災地においては、仮設住宅の入居者等の安全確保を図るとと

もに、河川管理施設等のインフラの被災状況や大量の災害廃棄物の集積状況を踏まえ、

危険箇所の点検、情報伝達対策、災害応急対策等に万全を尽くされたい。 
 これらについて、市町村防災会議に対する周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

１．近年における台風や局地的大雨等の災害の状況に鑑み、河川の氾濫、内水氾濫、土

砂崩れ、高潮等による災害の発生を未然に防止するよう、防災事務に従事する者の安

全確保に留意した上で、関係機関との緊密な連携の下に、特に以下の取組について万

全を期すること。 

①危険箇所等の巡視・点検の徹底 

河川等の氾濫、土砂崩れ等災害発生のおそれのある危険箇所の巡視・点検の徹底を



図るとともに、地形、地質、土地利用状況、災害履歴及び最近の降雨状況を勘案し、

従来危険性を把握していなかった区域も併せて再度安全性を点検するなど、適切な

措置を講じること。また、市町村が指定した避難所が災害発生のおそれのある区域

に含まれるかについて点検し、必要な見直しを行うよう促進すること。 

②河川管理施設等の管理の強化 

河川管理者等は、災害発生に備え、河川管理施設等について、点検及び必要な箇所

に対する補修等の措置を講じるとともに、施設の操作人員の配置計画、連絡体制、

操作規則等の確認をするなど、管理の強化を図ること。  

③ハザードマップの活用等を通じた災害発生のおそれのある箇所等の周知徹底 

住民等が災害から身を守るための安全確保行動に資するため、浸水想定区域や内水

浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所を始めとする災害発生のおそ

れのある箇所や避難路、避難場所等の情報について、市町村等によるハザードマッ

プの活用等を通じ、住民等への周知徹底を図ること。 

④防災気象情報の収集及び市町村・住民等の判断に資するような伝達の徹底 

降雨時の気象状況、気象警報、洪水予報、土砂災害警戒情報等の防災気象情報の収

集・伝達を徹底すること。伝達に当たっては、市町村の避難勧告等の発令の判断や

住民等の各主体の安全確保行動の判断に活用しやすいよう、市町村及び住民等の立

場に立った情報提供を行うこと。 

⑤警戒避難態勢の強化 

市町村と、都道府県、気象台、河川事務所等の関係機関相互の連絡体制を平素から

整備し、避難勧告の発令時等に、関係機関が緊密に連携することで、警戒避難態勢

の強化が図られるよう準備に万全を期すこと。 

⑥地下空間の浸水対策等の強化 

地下空間を管理する主体と連携し、地下空間の浸水に対する危険性について、利用

者に対して事前の周知を図り、浸水対策及び避難誘導等安全体制の強化に万全を期

すること。洪水が発生し、又は洪水が発生するおそれがある場合には、迅速かつ的

確な情報の伝達、利用者等の避難のための措置等を講じること。 

⑦水辺利用者に対する情報提供及び自助意識の啓発 
大雨後の河川増水時には、河川管理者等と連携し、河川等の水辺利用者に対して情

報を提供し、安全な場所へ避難するよう注意を促すなど、適切に対応すること。ま

た、水難事故防止についての自助意識を啓発すること。 

なお、住民等の安全確保には災害発生時の情報伝達が重要であることに鑑み、情報

伝達体制の充実を図るため、マスメディアとの連携を始め、防災行政無線・広報車・

インターネット・携帯電話等を活用した多様な伝達手段を整備・点検し、確実な災害

情報の提供を進めること。 

 

２．中央防災会議に報告された以下のガイドライン等の趣旨及び内容を理解の上、避難

勧告等の判断基準・伝達マニュアルの作成又は見直し、災害時要援護者情報の共有、

避難支援プランの作成及び福祉避難所の指定等を推進し、適切な防災対策の推進に努

めること。 
  ・「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 17 年 3 月） 
  ・「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（改訂版）（平成 18 年 3 月） 

・「災害時要援護者対策の進め方」（平成 19 年 3 月） 
 



３．災害復旧事業施行中の箇所については、再度の災害発生及び復旧作業中の事故等を

未然に防止するため、気象情報等に留意しつつ警戒監視を行う等、適切な措置を講じ

ること。 

 

４．災害が発生した場合には、迅速かつ的確な災害応急対策及び災害復旧を講じるよう

格段の配慮を行うこと。 


